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特殊な画地と鑑定評価
個別性の強い土地評価と節税
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①　不整形地についての一般の補正率

  

　

　　　（イ）　土地価格比準表による補正率

　　　　不整形の程度について、次により分類し比較を行います。

普 通 　　標準的な画地の形状とほぼ同じ形状の画地

や や 劣 る 　　やや不整形の画地

劣 る 　　不整形の画地

相当に劣る 　　相当に不整形の画地

極端に劣る 　　極端に不整形の画地

普　通 やや劣る 劣　る 相当に劣る 極端に劣る

1.00 0.95 0.90 0.85 0.70

1.00 0.95 0.90 0.85 0.70

1.00 0.95 0.90 0.85 0.70

1.00 0.94 0.87

1.00 0.98 0.96 0.94 0.92

1.00 0.98 0.96 0.94 0.92

1.00 0.98 0.95 0.92 0.90

1.00 0.98 0.95 0.92 0.90

1.00 0.98 0.95 0.92 0.90郊外路線

国土庁土地局地価調査課監修の『土地価格比準表』（下記）では、その個別的要因

比準表の画地条件－不整形地において、対象地の用途的地域別に格差率を定め

ています。

区　　分

土地価格比準表による不整形地の補正率

（１）不整形地・袋地・無道路地の減価要因と減価率

　不整形地について、不整形であることの減価を査定するため、従来から、その評価の目的に

よっていろいろな補正率表が定められています。

高度商業地域

準高度商業地域

普通商業地域

近隣商業地域

優良住宅地域

標準住宅地域

混在住宅地域

農家集落地域
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　　　（ロ）　公共用地の取得に伴う損失補償基準における取扱い

補正率

７０～８０％

８５％

９０％

９５％

②　鑑定評価上の不整形減価のアプローチ

　　　（イ）　標準的な建物の配置は可能であるが、庭等の有効利用等が劣る場合

　　　（ロ）　標準的な建物の配置が不可能な場合

　　　（ハ）　不整形と地積との関係

③　袋地の価格形成要因　・・・・・　袋地による減価

　　　（イ）　袋地の定義

不整形度

極端に不整形

相当に不整形

不整形

やや不整形

民法での袋地
　（鑑定評価では無道路地）

　　　　　　公　　　道

鑑定評価での袋地

　　　　　　道　　　路
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　　　（ロ）　減価要因

● 画地の形状による減価

● 利便性・快適性による減価

● 建築上の制限による減価

④　土地価格比準表による減価率の判定基準

　　　（イ）　有効宅地部分の減価率

最高減価率

１０％

１５％

２０％

　　　（ロ）　路地状部分の減価率

３０％～５０％

路地状部分の奥行

１０ｍ未満の場合

１０ｍ以上２０ｍ未満の場合

　袋地には細長い路地状部分があり、この部分の有効利用度が劣ることによ
る減価がある。

　有効宅地部分が、直接には道路に接していないことにより、利便性・快適性
が劣ることによる減価がある。

　住宅地においては日照・通風・眺望等に影響する。

　商業地においては、顧客の誘引が難しくなり、立地可能の業種が制限され
ることによる減価がある。

　袋地であることは、建築基準法等の制限により、建築可能な建物の規模・
階層・用途の制限があり、これによる減価がある。

２０ｍ以上の場合

　　　　　　道　　　路
　
　　　　　　　　　　　　路地状部分（ロ）

　（イ）

　　有効宅地部分
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⑤　無道路地等の鑑定評価

　

　　　（イ）　「契約による通路開設」と「囲繞地通行権」

● 売買により所有権を取得する

● 地上権を設定する

● 地役権を設定する

● 賃貸借により借り受ける

● 使用貸借により借り受ける

　　　（ロ）　無道路地の鑑定評価と囲繞地通行権

● 敷地の所有者に内在する囲繞地通行権の権利の内容とその顕在化の程度

● 通路開設・拡幅のために囲繞地に対して支払うべき償金の有無とその金額

● 通路開設・拡幅に伴う費用

● 通路開設、拡幅の時期

● 実現の確実性・不確実性の度合

　無道路地は、道路に全く接していない土地であるから、その土地を単独で利用することは不可

能であり、道路に通じる通行権を付してはじめて、その利用が可能になるものである。

　この場合、それが単に一時的に通行する権利であるが、恒久的な通路を開設できるのか、ま

た、その通路の幅員はどれだけ確保できるのか、その場合の通路の長さはどれだけになるの

か、ということを判定することが、無道路地の鑑定評価の基本である。

無道路地等から公路へ通じるためには、囲繞地通行権が民法上の権利として認め

られているが、この囲繞地通行権によるほか、以下の方法で通路開設が可能であ

る。
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（２）帯状画地・高圧線下地の利用阻害率
　

①　帯状画地の定義

　

②　帯状画地についての増・減価要因

　　　（イ） 形状は、ほぼ長方形である。

　　　（ロ） 建物の敷地単位をなさないものが多い。

　　　（ハ） 用途の多様性が限定されている。

　　　（ニ） 隣接地と併合することにより、効用の増加がみられる。

　　　（ホ） 一般的に画地条件について、減価が発生していると考えられる。

　　　（ヘ） 市場における流動性が劣る。

　　　（ト） 最有効使用の判定が難しい。

　　　（チ） 土地についてのある事情から分割によりできたものが多い。

③　高圧線下地の減価要因

　　　（イ） 嫌悪施設としての心理的不快感

　　　（ロ） 強風時における不快音の発生

　　　（ハ） 塩害時の放電に伴う継続音の発生とラジオ・テレビに与える影響

　　　（ニ） 最有効使用を妨げる土地利用の制限

　　　（ホ） 電磁波による（風評）被害

帯状画地とは、標準画地に比べ間口が狭小である画地、または奥行が長大である画地のうち、

その狭小または長大の程度が著しいもの。

隣　地

隣　地

隣　地

道
　
路
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④　東京都の高圧線下の減価率

宅　　地 50% 30%

農　　地

林　　地

固定資産税評価の高圧線下補正率

20%未満
２０％以上
５０％未満

５０％以上
８０％未満

８０％以上

0.90 0.75 0.60 0.50

高圧線下地積の総地積
に対する割合

補正率

20%

15%

170,000Ｖ
　　　以上

7,000Ｖ超過
17,000V未満

　　　　電圧
種別

市街化区域内の農地林地等
市街化調整区域内宅地

市街化調整区域内

市街化調整区域内

摘　　　　　　　　要

を含む
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（３）埋蔵文化財のある土地の減価要因

①　埋蔵文化財に関する法規制等

　　　（イ）　文化財保護法

　　　（ロ）　教育委員会が指導する埋蔵文化財取扱要綱

②　発掘調査費について

③　調査事項と減価要因

　　

　　　（イ）　

　　　（ロ）　

　　　（ハ）　

　　　（ニ）　

対象不動産が文化財保護法に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれ
ているか否か。

埋蔵文化財の記録作成のための発掘調査、試掘調査の措置が指示されて
いるか否か。

埋蔵文化財が現に存することが既に判明しているか否か（過去に発掘調査
等が行われている場合にはその履歴及び措置の状況）。

重要な遺跡が発見され、保護のための調査が行われる場合には、土木工事
等の停止又は禁止の期間、設計変更の要否等。

個別性が強いものであるが、埋蔵文化財包蔵地への発掘に当たっては、本格的な区画形質の変

更を伴う造成工事ではなく、工事着工前の調査のための試掘であるので軽微なものと判断できる

場合が多い。

文化財保護法で規定された埋蔵文化財については、同法に基づく発掘調査、現状を変更するこ

ととなるような行為の停止又は禁止、設計変更に伴う費用負担、土地利用上の制約等により、価

格形成に重大な影響を与える場合がある。
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（４）土壌汚染地の減価要因

①　土壌汚染対策法の概要

②　土壌汚染（特定有害物質）とは

　　　（イ） 揮発性有機化合物（ＶＯＣ）

　　　（ロ） 重金属等

　　　（ハ） 農薬等

健康被害の恐れ

↓
ある

↓

指定区域として指定、台帳の調製、閲覧に供される

他の用途への転用等のため管理されなくなる

↓
調査命令

↓ ↓

↓
汚染の除去命令

↓
都道府県知事への届出

健康被害の恐れがある 土地の区画形質の変更

土壌汚染に係る環境基準に適合

適合しない

↓

工場・事業場としての管理の継続

↓

↓

↓

有害物質使用特定施設に
該当

↓
する

↓

→ しない → → な　い →

→ される →

→ す　る →

対

象

外
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③　初期調査

　　　（イ）　 現 地 調 査 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 対象不動産を実地に検分し、土壌汚染の兆候を判断する。

○　土地に不自然な色をしている部分はないか。

○　匂いはどうか。

○　草の生え方に不自然な部分はないか。

○　不自然な盛り土やコンクリートの塊はないか。

○　水溜まりや井戸、汚水枡などに虹のような油膜はないか。

○　物を燃やした跡はないか。煙突、屋外焼却炉はないか。

○　薬品の容器などがころがってないか。

○　排水溝などに損傷はないか。

○　トランス、キュービクルなどＰＣＢを使用している機器が保管されていないか。

○　建物の床の状態はどうか、液体の漏出跡はないか。

○　倉庫などに化学物質が貯蔵されていないか。

○　隣地や川上に金属製品製造工場や化学工場などがないか。

　　　　（ロ） 聴 聞 ・ ・ ・ ・ ・ ・

　　　　（ハ）

④　減価項目と査定

　　　（イ） 除去措置に対応する阻害減価

　　　（ロ） 心理的嫌悪感減価

　　　（ハ） モニタリング期間に対応するリスク

　　　（ニ） 汚染調査費用・除去措置費用の査定

依頼者あるいは地元精通者などから有害物質使

用の履歴や過去の地歴、地域の状況などをヒアリ

ングすることにより土壌汚染の有無の可能性を判

断。

過去の地図や航空写真、社史・事業歴などによ

る、地歴調査・事故調査、井戸水調査の結果、役

所の資料などにより土壌汚染の有無の可能性を

判断。

公開資料調査・・・・・・
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